
令和３年度第６回補正予算（９月補正・追加分）に計上した事業

国県補助金
地方創生

臨時交付金
一般財源
（その他）

1 130,608 100,000 30,608

2 65,000 52,000 13,000

3 3,800 3,800

4 3,300 3,300

5 1,000 1,000

203,708 52,000 113,000 38,708

※上記の№は、次ページ以降の№に対応しています。

第５波対応中小事業者応援金の給付 商工振興課

　新型コロナウイルス感染拡大の長期化を踏まえ、比較的所得の少ない世帯へプレミアム商品
券を配布するとともに、苦しい経営環境にある事業者を応援するため、「第５波対応中小事業者
応援金」を給付します。
　また、経済的困難にある子育て世帯に対して積極的な支援を実施し、未来のある子ども達の
生活を守ります。

住民税非課税世帯へのプレミアム商品券
の配布

社会福祉課

　　　◎伊那市 新型コロナウイルス感染症対策予算　第１８弾（令和３年度第７弾）

№ 事業費

財源

　予算規模：２０３，７０８千円　.

（単位：千円）

事業名 主管課

コロナ禍の市民と事業者を応援し、
子どもたちの未来を守るサポートを実施します。

新型コロナウイルス対策　第１８弾　合計

地域コミュニティカードにおけるポイント還
元への継続支援

商工振興課

経済的困難にある子育て世帯を支援 学校教育課

第４回「学生応援便」の配布 地域創造課
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№ 1

（事業概要）

130,608 千円 市単独事業 主管 社会福祉課

№ 2

（事業概要）

65,000 千円 市単独事業 主管 商工振興課

（応援金は、前年又は前々年と比較した事業収入の差額分を支給）

※ただし、国制度である「月次支援金」の令和３年８月及び９月分や、県制度である「新型
コロナ中小企業者等特別応援金（第２弾）」を受給する事業者（受給予定を含む）は除きま
す。

住民税非課税世帯へプレミアム商品券を配布します

区分歳出予算額

　新型コロナウイルス感染拡大の長期化等を踏まえ、比較的所得の少ない世帯を支援するた
め、１人当たりプレミアム商品券を１冊（13,000円相当）配布します。

配布内容：

配布対象： 令和３年度の住民税非課税世帯の世帯員

予算措置：

予算措置： 9,800人×13,000円＝127,400千円

事務費等　　3,208千円

11月上旬を予定配布時期：

約800社の申請を想定して予算を計上

世帯員１人に対してプレミアム商品券１冊配布

歳出予算額

コロナ感染症第５波に対応するため中小事業者を支援します

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、厳しい経営状況にある事業者を支援するため、
「第５波対応中小事業者応援金」を給付します。

支援内容：

支援対象：

区分

中小法人等には上限100,000円、個人事業者には上限50,000円を給付

令和３年８月及び９月の２か月の事業収入の合計が、前年又は前々年の同期と
比較して30％以上減少した中小法人等及び個人事業者
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№ 3

（事業概要）

3,800 千円 市単独事業 主管 商工振興課

№ 4

（事業概要）

１セット3,000円相当 × 1,100セット ＝ 3,300千円

3,300 千円 市単独事業 主管 地域創造課

第４回「学生応援便」を実施します

その他：

　第４回「学生応援便」を実施します。親元を離れ、不安を抱えながら学業に励む学生を継続的
に応援するため、伊那市の特産品を贈ります。
　前回同様、希望者は品物を受領後、ご自分で学生にお送りいただきます。

歳出予算額

補助対象： 市内の地域コミュニティカード運営組織（２団体）

対象者： 市外に居住する大学生等の学生　（ご家族が市内に居住している場合に限ります）

予算措置：

区分

地域コミュニティカードへの補助を延長します

令和４年３月31日まで（６か月間延長）

歳出予算額 区分

５％のポイントを還元する際に、還元するポイントの５分の３を運営組織に補助補助概要：

　「い～なちゃんカード」、「たかとおカードおつかいくん」の使用に応じて付与するポイントに対し
て、令和３年９月30日までカード運営組織への補助を実施していますが、補助期間を来年３月31
日まで延長します。

補助期間：

当該事業は、コロナ対策第２弾（令和２年度６月補正）、同第８弾 （同年12月追加
補正）及び、第12弾（令和３年度当初）の継続事業

※大学生等の学生とは、大学生、大学院生、短期大学生、専修学校生、予備校生です。
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№ 5

（事業概要）

1,000 千円 市単独事業 主管 学校教育課歳出予算額 区分

子どもの未来を守るため、経済的困難にある世帯を支援します

　新型コロナウイルス感染拡大の長期化等に伴い、経済的に困窮している子育て世帯に対し、
臨戸訪問時や相談受付時などに、フードバンクとの連携を図りながら食料等を提供することで、
未来のある子ども達の生活を積極的に支援します。

支援対象： 要保護児童対策地域協議会が見守る経済的困難にある子育て世帯

支援内容： 食料品セット等の提供など、各世帯の状況に応じた臨機応変な支援
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